
菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000

旭志総合支所
☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111

　この事業は浄化槽本体を市で設置し、市が浄化槽本体の
維持管理をしていく事業です。
　工事費の一部負担をしていただくだけで、公共事業で浄
化槽本体を設置できます。

設置に伴う負担金および使用開始に伴う使用料額

浄化槽の規模

5人槽 7人槽 10人槽

（延べ床面
積130㎡未
満）

（延べ床面
積130㎡以
上）

（浴室およ
び台所が2
カ所以上）

負担金（一回払い） 88,000円 102,000円 129,000円

使用料（月々） 4,920円 5,810円 7,160円

注意事項
○下水道区域内ではこの事業は実施できません。
○放流先が確保されていない場合は設置できません。
○工事を施工するため
•５人槽 3.5m× 4.7m
•７人槽 3.9m× 4.9m
•10人槽 4.1m×5.5m
程度の用地が必要となります。
○ 工事の着工は、入札などの事務処理のため申請書受付か
ら１カ月半以降となります。
※事業の詳細は下記までご相談ください。
問い合わせ先　下水道課　または　各総合支所建設課

工事負担区分

申
し
込
み
期
間

　

４
月
９
日（
月
）〜
４
月
20
日（
金
）

※
土
日
を
除
く

※
必
着
（
期
日
厳
守
）

受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

募
集
戸
数

　

中
層
３
階
建
（
１
階
）
２
戸

構
造
・
規
模

　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
73
㎡
）

家　

賃　

２
８
、７
０
０
円
〜

※ 

家
賃
は
入
居
者
の
所
得
金
額
に
よ

り
変
動
し
ま
す
。

申
し
込
み
条
件

　

身
体
障
害
者
手
帳（
１
級
〜
４
級
）

を
持
ち
、
か
つ
、
常
時
車
椅
子
を
使

用
す
る
人
が
い
る
世
帯
の
み
申
込
可

能
。

入
居
資
格

　

次
の
（
１
）
〜
（
４
）
の
す
べ
て

の
条
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
１
）
現
在
、
自
ら
居
住
す
る
た
め

の
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
（
持

ち
家
が
な
い
こ
と
）

（
２
）
同
居
親
族
が
あ
る
こ
と
（
婚

約
者
等
も
含
み
ま
す
）

※
単
身
入
居
：
年
齢
が
満
60
歳
以
上

の
人
、
ま
た
は
昭
和
31
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
。

（
３
）
入
居
収
入
基
準
内
（
世
帯
の

合
計
月
額
所
得
が
26
万
８
千
円
以

下
）

（
４
）
税
金
に
未
納
が
な
い
こ
と

必
要
書
類

• 

入
居
申
込
書
、
住
宅
状
況
申
告
書

（
市
役
所
ま
た
は
各
総
合
支
所
に

取
り
に
お
越
し
く
だ
さ
い
）

• 

住
民
票
謄
本

• 

市
県
民
税
課
税
台
帳
記
載
事
項
証

明
書
（
同
居
予
定
者
か
つ
収
入
が

あ
る
人
、そ
れ
ぞ
れ
の
分
が
必
要
）

• 
納
税
証
明
書

※
身
体
障
害
者
手
帳
の
写
し

※ 

同
居
予
定
の
人
が
婚
約
者
の
場
合

は
婚
約
証
明
書

※ 

最
近
退
職
・
離
職
し
た
人
は
離
職

票
ま
た
は
退
職
証
明
書

※ 

新
た
に
勤
務
し
た
人
は
給
与
支
払

証
明
書

申
し
込
み
方
法　

必
要
書
類
等
完
備

の
上
、
菊
池
市
役
所
第
３
庁
舎
内
都

市
整
備
課
、
ま
た
は
各
総
合
支
所
建

設
課
に
直
接
申
し
込
む
か
、
郵
送
に

よ
り
ま
す
。
な
お
、
直
接
申
込
み
受

付
は
、
期
間
の
最
終
日
午
後
５
時
ま

で
、
郵
送
の
受
付
は
期
間
最
終
日
必

着
と
し
ま
す
。

入
居
者
の
選
考　

入
居
申
し
込
み
が

募
集
戸
数
を
超
え
る
場
合
は
、
公
開

抽
選
に
よ
っ
て
入
居
者
を
決
定
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先　

都
市
整
備
課
（
市

役
所
第
３
庁
舎
内
）　

ま
た
は　

各

総
合
支
所
建
設
課

縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
る
人

• 

土
地
ま
た
は
家
屋
の
納
税
者

• 

納
税
者
の
同
居
親
族

• 

納
税
管
理
人
・
委
任
状
持
参
の
代

理
人

• 

賦
課
期
日
以
後
の
新
所
有
者

※ 

土
地
の
納
税
者
は
土
地
の
、
家
屋

の
納
税
者
は
家
屋
の
、
両
資
産
の

納
税
者
は
土
地
・
家
屋
両
方
の
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
資
産
が
免
税
点
の

場
合
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
（
土
地
・
家

屋
等
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
な

ど
の
事
項
は
、
平
成
19
年
度
の
固
定

資
産
税
の
課
税
の
基
礎
に
な
る
た
め
、

関
係
者
の
人
は
縦
覧
期
間
内
に
こ
の

内
容
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
、
市
長
が
そ
の
価
格

を
決
定
し
、
こ
の
価
格
を
も
と
に
課

税
標
準
額
を
算
定
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
し
て
決
定
し
た
価
格
や
課
税
標

準
額
は
、
菊
池
市
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
ま
す
。

　

閲
覧
で
き
る
関
係
者
と
は
、
納
税

義
務
者
で
あ
る
本
人
、
ま
た
は
同

居
の
親
族
お
よ
び
納
税
管
理
人
で
す
。

代
理
で
閲
覧
す
る
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

縦
覧
・
閲
覧
期
間

　

４
月
２
日（
月
）〜
５
月
31
日（
木
）

※
土
・
日
・
祝
祭
日
の
閉
庁
日
を
除
く
。

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

持
参
す
る
も
の

　

納
税
通
知
書
ま
た
は
、
課
税
明
細

書
・
印
か
ん
・
本
人
確
認
用
の
免
許

証
・
委
任
状
な
ど
（
縦
覧
す
る
人
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
詳
細
は
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※
縦
覧
期
間
中
の
閲
覧
・
縦
覧
手
数

料
は
無
料
で
す
が
、
課
税
台
帳
の
写

し
が
必
要
な
場
合
は
有
料
（
１
件
に

つ
き
３
０
０
円
）
で
す
。

縦
覧
・
閲
覧
場
所
お
よ
び

問
い
合
わ
せ
先

• 

菊
池
市
役
所

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

• 

七
城
総
合
支
所

　

総
務
振
興
課
税
務
係

• 

旭
志
総
合
支
所

　

総
務
振
興
課
税
務
係

• 

泗
水
総
合
支
所

　

総
務
振
興
課
税
務
係

　

納
税
者
の
皆
さ
ん
に
固
定
資
産
税
を
信
頼
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

に
、
情
報
開
示
が
拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

４
月
２
日
（
月
）
か
ら
５
月
31
日
（
木
）
ま
で
、
新
た
に
作
成
さ
れ

る
平
成
19
年
度
菊
池
市
縦
覧
帳
簿
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
を
納
税
者
の

皆
さ
ん
が
縦
覧
で
き
ま
す
。

　

平
成
19
年
度

土
地
価
格
等
縦
覧
簿
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
簿（
縦
覧
帳
簿
）の
縦
覧

４
月
２
日（
月
）か
ら
５
月
31
日（
木
）ま
で

　浄化槽をつけることで生活環境を整
備して、快適な生活を送ることができ
ます。さらに、きれいな水を流して美
しく豊かな自然を守ることができま
す。
　このほかにも浄化槽にはいくつかの
すぐれた点があります。
● 生活排水の汚れが 1/10 に減り、き
れいに処理した水を放流できます。
● きれいな排水をその場で放流するこ
とで、身近な川の水量を確保できま
す。
● 水洗トイレで毎日の生活が快適にな
ります。
　右図に示すとおり、合併浄化槽と単
独浄化槽およびくみ取りでは、河川へ
放流する汚れが大きく違います。きれ
いな川を未来の子どもたちに残すため
に合併浄化槽の設置をご検討くださ
い。
　菊池市では、合併浄化槽を今まで以
上に設置しやすくなるように、次のと
おり事業を移行しました。

本人負担で対応したいただく部分
○トイレの水洗便器購入費
○トイレの改造費・水道工事費
○ 台所・風呂場・トイレから浄化槽までの配管工事費
および浄化槽から排水先までの配管工事費
○浄化槽設置場所における支障物除去費など
○ 駐車場対応および排水ポンプなど（特殊工事）に係
る工事費

浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）とは？浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）とは？

合併浄化槽を設置した場合の利点合併浄化槽を設置した場合の利点

合併処理浄化槽の場合

合併浄化槽・単独浄化槽・くみ取りの放流水の汚れ比較図

※１人が１日に出す汚れの量は約 40ｇ（雑排水 27ｇ＋し尿 13ｇ）になります。

台所・浴室

洗面所など

し　尿 側溝等に放流

雑排水

トイレ 13g

27g 4g合併処理
浄化槽

単独処理浄化槽の場合

台所・浴室

洗面所など

し　尿 側溝等に放流

雑排水

トイレ 13g

32g
27g

単独処理
浄化槽

くみ取り式トイレの場合

台所・浴室

洗面所など

し　尿

側溝等に放流
雑排水

13g

27g

5g

27g

バキュームカー
で引き抜き

し尿処理
施設で処理トイレ

合併浄化槽整備事業が移行します
浄化槽設置の補助金交付事業（個人設置型）は

４月から浄化槽市町村整備事業（市町村設置型）へ移行します。

田
島
団
地
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

市
営

住
宅

新
築
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